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☎ 766 － 8701　
福祉課

《高齢者福祉相談》
▶常時 8:45 ～ 17:30　ゆうあ
いセンター
◇介護・高齢者福祉に関する相
談（随時訪問相談可）

☎ 766 － 1200
地域包括支援センター

《消費生活相談》
▶月曜日 日生住民センター　
▶水曜日 役場相談室
▶金曜日 役場相談室
い ず れ も 10:00 ～ 12:00、
13:00 ～ 16:00
◇多重債務や悪質商法などのト
ラブル防止

☎ 766 － 1110
消費生活相談コーナー

☎ 766 － 8707
企画財政課秘書広報室

《法律相談》
▶ 24 日（木）13:30 ～ 16:30
日生住民センター（電話受付の
み、開始日は 3 日（木）8:45 ～、
先着 6 人）
◇相続・離婚など民事トラブル
について弁護士による相談

《行政相談》
▶ 24 日（ 木 ）13:30 ～ 16:00
日生住民センター（行政相談委員
平尾宅☎ 769 － 0057 塗家宅☎
0797 － 91 － 0381 で随時相談
可）◇行政に対する苦情や要望

《心配ごと相談》
▶ 8 日（火）日生住民センター
▶ 15 日（火）木津総合会館
▶ 29 日（火）ゆうあいセンター
いずれも 10:00 ～ 12:00 
◇民生委員による相談

《障がい者相談》
▶ 24 日（木）13:30 ～ 15:30
障害者福祉センター
◇当事者団体の相談員による身
体・知的・精神障がい者の相談

《障がい者・児相談》
▶常時 8:45 ～ 17:30　ゆうあ
いセンター　
◇障がい者 ( 児 ) の生活と就労
に関する相談・支援

☎ 766 － 1200
　  障害者相談支援センター

☎ 766 － 8709　
産業観光課

《農業者年金相談》
▶ 7 日（ 月 ）10:00 ～ 12:00
役場相談室
◇農業者年金の加入・受給に関
すること

《農地流動化相談》
▶ 14 日（ 月 ）、24 日（ 木 ）
10:00 ～ 12:00 役場相談室
◇農業規模拡大や農地の貸し借
りなど 

《人権相談》
▶ 9 日（水）13：00～16：00 
木津総合会館
◇日常生活でのい
やがらせ、いじめ、
虐 待、DV、 不 当
な差別など（法務
省人権擁護委員に
よる相談）

☎ 768 － 0217　
木津総合会館

☎ 765 － 2065
教育支援センター

《教育相談》
▶来所相談（要予約）火・水・木・
金 9:00 ～ 17:00
▶ 電 話 相 談 月 ～ 金 9:00 ～
17:00
◇学校・日常生活や学業・進路・
心身の悩みなど

❖ Foreigner Consultations Desk（外国人生活支援相談）  
▶ Every business day 9:00 ～ 12:00.Support Consultation for your daily life.（Please 
contact us before coming to the office.）

☎ 766 － 8783・FAX766 － 8893　Coproduction Division   

☎ 767 － 7477　
こども課

《母子相談（完全予約制）》
▶ 17 日（木）13:30 ～ 16:00
日生住民センター
▶ 電 話 相 談 月 ～ 金 9:00 ～
17:00 阪神北県民局☎ 0797
－ 83 － 3143
◇県母子自立支援員による相談

《児童相談》
▶電話・来庁 月～金 9:00 ～
17:00 役場相談室
◇家庭児童相談員による 18 歳
未満の子どもに関する相談

《DV 相談》
▶電話・来庁 月～金 9:00 ～
17:00 役場相談室
◇家庭児童相談員による配偶者
などからの暴力に関する相談
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情
報

　
ポ
ケ
ッ
ト

　
募
　
集

お
知
ら
せ

イ
ベ
ン
ト

？
の
相
談
室

　
星
　
空

子
　
育
　
て

図
　
書
　
館

健
康
づ
く
り

私
の

　
オ
ス
ス
メ

？
の
相
談
室

消
費
生
活

危
険
! !
　「
猪
名
川
町
」
で
も
被
害
が
多
発
！

落ち着いて
確認しましょう

　

緊
急
　
注
意
報
！

　

最
近
、
特
に
高
齢
者
を
狙
っ
た
悪

質
業
者
に
よ
る
被
害
の
相
談
が
増
え

て
い
ま
す
。
左
の
事
例
は
、
実
際
に

町
内
で
起
こ
っ
た
被
害
、
下
の
事
例

は
、
全
国
的
に
相
談
が
増
え
て
い
る

Ｓ
Ｆ
（
催
眠
）
商
法
の
被
害
で
す
。

　
「
自
分
だ
け
は
大
丈
夫
」
と
思
っ

て
い
て
も
、
騙
さ
れ
た
り
強
引
に
契

約
さ
せ
ら
れ
た
り
、
時
に
は
勝
手
に

工
事
を
さ
れ
る
な
ど
の
事
件
が
、
実

際
に
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

　

普
段
か
ら
気
を
付
け
て
い
て
も
、

「
お
か
し
い

な
？
」
と
思
っ

た
ら
、
ど
ん
な

小
さ
な
こ
と

で
も
、
消
費
生

活
相
談
コ
ー

ナ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

周
り
の
人
の
見
守
り
や
ア
ド
バ
イ
ス

も
重
要
で
す
。

　

早
め
の
相
談
は
、
被
害
解
決
の
可

能
性
が
高
く
な
る
だ
け
で
は
な
く
、

多
く
の
人
へ
の
被
害
の
拡
大
を
防
ぐ

こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
み
ん
な
で
被

害
を
防
ぐ
気
持
ち
が
大
切
で
す
！

《問合せ》消費生活相談コーナー （☎ 766 － 1110）

①
用
事
を
終
え
、
帰
宅
す
る
と
知
ら

な
い
男
性
が
自
宅
敷
地
内
に
い
た
。

驚
い
て
い
る
と
「
こ
れ
か
ら
屋
根
を

修
理
す
る
」
と
す
ご
ま
れ
た
。
勝
手

に
壁
を
修
理
し
始
め
て
い
た
。（
80

歳
代　

女
性
）

②
庭
に
出
る
と
男
性
２
人
が
配
水
管

を
触
っ
て
い
た
。「
何
を
し
て
い
る

の
で
す
か
」
と
聞
く
と
、「
壊
れ
て

い
た
か
ら
、
親
切
に
直
し
て
や
っ
て

い
る
」
と
言
わ
れ
た
。
他
に
も
工
事

を
始
め
よ
う
と
し
て
い
た
が
必
死
に

断
り
、
業
者
が
要
求
す
る
２
０
０
０

円
を
支
払
っ
て
帰
っ
て
も
ら
っ
た
。

（
60
歳
代　

女
性
）

③
「
水
道
を
点
検
に
き
ま
し
た
」
と

言
わ
れ
玄
関
を
開
け
る
と
男
性
が
家

に
上
が
り
こ
ん
で
き
た
。
勝
手
に
水

質
検
査
を
始
め
、「
体
に
悪
い
水
だ
」

と
言
っ
て
こ
ち
ら
が
「
浄
水
器
を
購

入
す
る
」
と
言
う
ま
で
帰
っ
て
く
れ

な
か
っ
た
。（
70
歳
代　

女
性
）

消費生活相談コーナーに相談を！
　専門相談員が、プライバシーに配慮
された個室で相談に応じます。個人情
報が漏れることはありませんので、ご
安心ください。
　また、電話での相談も受け付けてい
ますのでお気軽に連絡ください。
※相談日など、詳細は18ページ参照

【
事
例
】
近
く
の
空
き
店
舗
で
開
催

さ
れ
た
催
し
に
出
か
け
、
販
売
員
の

話
が
楽
し
く
、
粗
品
を
く
れ
た
り
親

切
に
し
て
く
れ
る
の
で
、
何
度
か

通
っ
て
い
た
。
布
団
や
下
着
、
磁
気

治
療
器
な
ど
を
進
め
ら
れ
て
契
約
。

後
に
は
小
さ
な
部
屋
に
呼
ば
れ
て
勧

誘
さ
れ
る
な
ど
、
２
か
月
間
で
総
額

５
０
０
万
円
の
契
約
を
し
て
し
ま

い
、
生
命
保
険
を
解
約
し
て
支
払
っ

た
。（
80
歳
代　

女
性
）

【
回
答
】
最
近
、
高
齢
者
を
狙
っ
た

催
眠
商
法
の
相
談
が
全
国
で
も
増
え

て
い
ま
す
。
粗
品
を
配
っ
た
り
、
楽

し
い
雰
囲
気
で
会
場
を
盛
り
た
て
、

親
切
に
接
し
て
く
る
販
売
員
と
仲
が

良
く
な
り
、
次
々
に
高
額
な
健
康
機

器
や
健
康
食
品
を
購
入
さ
せ
る
の
が

業
者
の
目
的
で
す
。

　

個
別
に
声
か
け
を
さ
れ
る
と
断
る

こ
と
が
難
し
く
な
り
ま
す
。「
楽
し

い
よ
」
と
知
人
に
言
わ
れ
て
も
、
会

場
に
近
づ
か
な
い
よ
う
に
心
が
け
ま

し
ょ
う
。

２
か
月
で
５
０
０
万
円
の
契
約
?! 

Ｓ
Ｆ
（
催
眠
）
商
法
に
注
意
！

頼
ん
で
い
な
い
の
に
「
業
者
が
勝
手
に
工
事
を
し
た
?!
」

　勝手に家のカベの
修理したけど代金は
きっちり払ってよ！
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